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令和４年度 荒天時の登下校の原則について 
 

令和３年度の「荒天時の登下校の原則」について、下記のとおりお知らせいたします。 

今後もこの原則を基本にし、同じ内容をご連絡することはいたしませんので、皆様のご協力をお願い

いたします。 

記  
 

１ 臨時休業(休校)になる場合 
（１）以下の場合には区より足立区ホームページや公式ツイッター、フェイスブック等でお知らせいたします。 

①午前６時の時点で「東京都足立区」に「特別警報」か「暴風警報」「暴風雪警報」が発令されている場

合。 

 ※教育委員会よりメール配信登録をされている保護者様に一斉メール配信を行います。学校からはメール

配信を行いません。なお、メール配信等が遅れる場合がありますので、気象庁ＨＰや複数の媒体で確認

をお願いいたします。 

   ②学校の所在地に足立区から「避難準備・高齢者等避難開始」以上が発令された場合。学校が避難所とな

った場合（「避難勧告」「避難指示（緊急）」「災害発生情報」を含む）。 

登校後に発令された場合は保護者様等への引き渡し対応となります。（※ 学校よりメール配信を行います） 

（２）午前 6 時以降に天候の変化があった場合には、授業開始時刻等の判断を学校が行い、午前 7 時を目途に学

校メール配信や学校ホームページを通して対応についてお知らせいたします。     

 ※「大雨警報」やその他の注意報の場合は、臨時休業(休校)とはなりません。 

※台風等による被害が甚大な場合、学校職員の出勤が困難となり、学校メール配信システム、学校ホームペ

ージによる情報提供ができない場合もあることをご了承ください。 

２ 通常登校の場合 
上記の場合以外は、通常どおりの登校です。ただし、台風の接近により登校時に風や雨の状況が激しくなっ

たときは、ご家庭の判断により一時家庭で待機させてください。その際、遅れて登校しても遅刻扱いとはいた

しません。安全に十分注意して登校させてください。遅れて登校させる旨、学校に電話で必ず連絡をお願いし

ます。 

※遅れて登校する場合は、保護者様等大人の方が学校まで付き添いをお願いします。 

※給食は、通常どおり実施します。（献立を変更する場合があります） 

※状況によって、放課後子ども教室「舎人遊学舎」は中止になる場合があります。 

３ 下 校 

（1）台風が通過し、暴風雨域圏に入っていない場合 →通常どおりに下校をさせます。 

（2）暴風雨域圏に入っている場合 

→風雨が強い場合は学校で様子を見て、収まる頃を見計らい、安全に留意して下校をさせます。そのた

め、下校時刻が通常より早くなったり、遅くなったりすることをご了承ください。 

状況によっては、一斉集団下校、あるいは保護者様等による引き取りを行います。 

※下校時刻の変更、集団下校や保護者様による引き取りを実施する際は、学校メール配信システムで連絡い

たします。 

※引き取りができない場合は、児童を学校でお預かりいたします。知人の方に引き取りを依頼する予定の方

は、事前に児童にその旨をお伝えください。 

※下校時刻が変わっても、帰宅できるように各ご家庭で児童との約束事を決めておいてください。 

※学童保育の児童については、学童保育室に帰します。 

※荒天時は、下校後の外出（習い事等）をできるだけ控えてください。 

◆ご家庭に掲示をお願いいたします。◆ 


